
第２５号議案 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１９年２月２０日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 足立区国民健康保険条例（昭和３４年足立区条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「結核予防法（昭和２６年法律

第９６号）第３４条第１項（同法第６７条の規定により、読み替えられ

る場合を含む。以下同じ。）」を「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第３７条の２第１

項（同法第６４条第１項の規定により、読み替えられる場合を含む。）」

に改める。 

 第１５条の４第１項第１号中「１００分の１８２」を「１００分の１

２４」に改め、同項第２号中「３万３，３００円」を「３万５，１００

円」に改める。 

 第１６条の４第１項第１号中「１００分の３８」を「１００分の２９」

に、「１００分の５０」を「１００分の５１」に改め、同項第２号中「１

００分の５０」を「１００分の４９」に改める。 

 第１６条の５中「８万円」を「９万円」に改める。 

 第１９条の２第１項各号列記以外の部分中「８万円」を「９万円」に

改め、同項第１号ア中「２万３，３１０円」を「２万４，５７０円」に

改め、同項第２号ア中「１万６，６５０円」を「１万７，５５０円」に

改め、同項第３号ア中「６，６６０円」を「７，０２０円」に改める。 

 附則第２３項を附則第２４項とし、附則第２２項を附則第２３項とし、

附則第２１項の次に次の１項を加える。 



２２ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が、当該年度分の特別区民税に係る地方税法第３１４条

の３第２項に規定する課税総所得金額が７００万円以下である者であ

る場合における第１５条第１項の規定の適用については、同項中「合

算額」とあるのは「合算額から５万円（地方税法第３１４条の３第２

項に規定する課税総所得金額が２００万円に満たない場合は、当該課

税総所得金額の１００分の２．５に相当する額）を控除（当該都民税

及び特別区民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。）し

た額」とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区国民健康保険条例（以下「新条例」

という。）第１２条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給

付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給

付を受ける場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１５条の４第１項、第１６条の４第１項、第１６条の５及

び第１９条の２第１項の規定は、平成１９年度分の保険料から適用し、

平成１８年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 保険料率を改定するとともに、地方税法の改正に伴い、保険料の算定

に係る特例措置を講ずる必要があるので、この条例案を提出いたします。 


